
 

綾瀬市重度障害者住宅設備改良等経費助成事業実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、重度の心身障害（児）者（以下「障害者」という。）の生活環

境整備の促進を図り、もつて障害者の福祉増進に資するため、障害者又はその扶養

義務者等が住宅設備を障害者に適するように改良する場合において、その改良に要

する経費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （助成対象経費） 

第２条 本事業の助成の対象となる工事等は、既存住宅であつて次に掲げるものとし、 

各工事等の限度額は次に掲げる額とする。 

 (1) 浴室、便所、玄関、台所、廊下その他住宅設備を障害者に適するように改造す  

る工事経費（限度額８０万円） 

  (2) 天井走行式移動リフトの設置経費（限度額１００万円） 

 (3) 環境制御装置の設置経費（限度額６０万円） 

 （対象者） 

第３条 この事業の助成となる障害者は、別表に掲げる階層区分に該当する世帯で市

内に住所を有する次に掲げる者とする。ただし、障害者が福祉施設等に入所し本市

に住所を有しない場合で、その扶養義務者等が本市に住所を有し、同居を前提とし

ているときは、この限りでない。 

  (1) 前条第１号の対象者は、次に掲げる者であって住宅設備を改良する必要があ  

るものとする。 

  ア 身体障害者手帳の交付を受けた障害者のうち、その障害の程度が１級又は２

級のもの 

   イ  知的障害者更生相談所又は児童相談所（以下「相談所」という。）において

知能指数が３５以下と判定された者 

   ウ  障害の程度が３級の下肢、体幹又は視覚に障害を有する者で、相談所におい

て知能指数が５０以下と判定されたもの 

  (2) 前条第２号の対象者は、その障害の区分及び等級が下肢又は体幹機能障害２級

以上で移動が困難である者（１８歳以上６５歳未満の者に限る。）   

  (3) 前条第３号の対象者は、その障害の区分及び等級が四肢機能障害２級以上の者



 

（１８歳以上の者に限る。） 

２ 前項の規定にかかわらず、綾瀬市暴力団排除条例（平成２３年条例第９号）第２

条第４号に掲げる暴力団員等に該当する者は、対象者としない。 

 （助成額） 

第４条 助成額は、対象となる工事等の経費又は第２条各号に定める限度額のいずれ

かの少ない額（以下「総額」という。）に、別表の左欄に掲げる世帯階層区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に掲げる自己負担率を乗じて得た額を控除した額以内とす

る。 

２ 前項に規定する総額に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第７７条第１項第６号に規定する日常生活上

の便宜を図るための用具の給付又は介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４５

条に規定する居宅介護住宅改修費として給付を受けた額が含まれる場合は、総額か

ら当該給付基準額（自己負担額を含む。）を差し引くものとする。 

（助成の申請） 

第５条 改良費の助成を受けようとする時は、重度障害者住宅設備改良等費助成申請

書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 住宅設備改良等計画見積書 

  (2) 自己負担率を認定するための書類 

(3) 改良する住宅が借家等であるときは、重度障害者住宅設備改良等に関する承諾   

書（第２号様式） 

  （助成の決定） 

第６条 市長は前条に規定する申請を適当と認めたときは、重度障害者住宅設備改良 

等経費助成決定通知書（第３号様式）により申請者に通知する。 

  （助成の回数） 

第７条 改良費の助成は、障害者の属する世帯に対して原則として１回とする。ただ 

し、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。 

  （工事等の変更等） 

第８条 工事等の内容を著しく変更し、又は工事等を中止し、若しくは廃止しようと

する場合は、市長の承認を受けなければならない。 

  （工事等の検査） 



 

第９条 改良等経費の助成決定を受けた者は、工事等完了後速やかに重度障害者住宅

設備改良等完成届（第４号様式）を市長に提出し、その検査を受けなければならな 

い。 

  （助成の方法） 

第１０条 助成金は、前条の規定による検査を完了した後に、申請者の請求に基づき 

交付する。 

  （助成金の返還） 

第１１条 工事等完了後、助成金の剰余を生じたときは、既に交付した助成金の全部

又は一部の返還を命ずることがある。 

   附 則 

 この要綱は、昭和５２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和５３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和５６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和５７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１１年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附  則 

  （施行期日等） 

１  この要綱は、平成１３年５月１日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。 

  （経過措置） 

２  改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用 



 

することができる。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１９年５月２４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。 

附  則 

  （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の綾瀬市重度障害者住宅設備改良等経費助成事業実 

施要綱の規定により申請がなされたものについては、なお従前の例による。 

３ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用 

することができる。 

附  則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱（以下「旧要綱」という。

）の規定に基づき決定された助成金等の支給については、なお従前の例による。 

３ 旧要綱の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

 

 



 

別表（第３条及び第４条関係） 

自己負担率基準表 

世 帯 階 層 区 分 自己負担率 

a  生活保護世帯 ０ 

b  市町村民税非課税世帯 ０ 

c  市町村民税課税世帯（所得割１６万円未満であるものに限

る。） 

１／３ 

 

備考 １ この表において「世帯」とは、障害者と生計を一にする消費経済上の一単

位をいうのであって、住居を一にしていない場合であっても、同一世帯と認

定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に障害者の扶

養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。 

   ２ この表において「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められた

全ての世帯員が当該年度において市町村民税が課税されていない者（地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第３２３条により市町村民税が免除されて

いる者を含む。）である世帯をいう。 



 

第１号様式(第５条関係) 

重度障害者住宅設備改良等経費助成申請書 

 

                                                            年  月  日 

 

  （宛先）綾瀬市長 

 

                       住 所 

                                 申請者 氏 名             

                                        （障害者との続柄    ） 

 

工   

事

経

費 

改 良 場 所 
  □ 浴  室   □ 便  所   □ 玄  関 

  □ 台  所   □ そ の 他(                ) 

所 有 区 分   □ 自  家   □ 借  家 

設 置 経 費   □ 天井走行式移動リフト   □ 環境制御装置 

  障   害   者 

  氏                   名   生 年 月 日   等        級 

   

  手 帳 番 号   障 害 名 

  

  助成申請金額  

添 付 書 類  １ 住宅設備改良等計画見積書 

（○印をつけて   ２ 自己負担率を認定するための書類 

  ください。)        （源泉徴収票等） 

                  ３ 重度障害者住宅設備改良等に関する承諾書(借家の場

合のみ) 

４ その他 

 

 

 



 

第２号様式(第５条関係) 

 

重度障害者住宅設備改良等に関する承諾書 

 

                                                           年  月  日 

 

 （借家人氏名） 

                   様 

 

 

                                     家主 住 所 

                                           氏 名           印 

 

 

 

 次の住宅改良等を承諾します。 

住宅の所在地  

改 良 場 所  

 

 

改良等の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３号様式(第６条関係) 

 

重度障害者住宅設備改良等経費助成決定通知書 

 

                                                            年  月  日 

 

                             様 

 

                                          綾瀬市長        印 

 

 

    年  月  日付けで申請がありました重度障害者住宅設備改良等経費助

成について、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

                                     

 

  １ 助成金額           円 

 

  ２ 改良等の内容 

 

  ３ その他 

  (1) 次の場合は速やかに届け出てください。 

     ｱ  事業の内容を変更するとき。 

     ｲ  事業を中止又は廃止するとき。 

     ｳ  事業が予定より遅れるとき。 

 

  (2) 事業完了後、速やかに事業完成届を提出し、検査を受けてください。 

 

  (3)  助成金は、検査終了後交付します。 

 

 

 



 

第４号様式(第９条関係) 

 

重度障害者住宅設備改良等完成届 

 

                                                            年  月  日 

 

（宛先）綾瀬市長 

 

 

                                        住 所 

                                            氏 名           

 

 

 次のとおり事業が完成しましたので届出いたします。 

 助成決定通知書の日付        年  月  日 

 完 成 ( 購 入 ) 年 月 日        年  月  日 

 検 査 希 望 年 月 日        年  月  日 

 助成決定を受けた金額                           円 

 実 際 に 要 し た 金 額                           円 

 

  添付書類 工事等施工者からの請求書又は領収書 


